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(57)【要約】
【課題】
　温度ドリフトが抑圧され信頼性の高い、小型で低コス
トな光変調器及びそれを用いた光送信装置を提供するこ
と。
【解決手段】
　光導波路が形成された光導波路基板１と、該光導波路
基板に設けられ、該光導波路に電界を印加する信号電極
と、該信号電極を終端する終端抵抗が設けられた終端基
板３と、該光導波路基板と該終端基板とを搭載する筐体
６とを備えた光変調器において、該終端抵抗で発生した
熱が、該筐体を介して該光導波路基板に伝導するのを抑
制するため、該終端基板３と該光導波路基板１との間に
、該筐体６に溝８が形成されていることを特徴とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光導波路が形成された光導波路基板と、
　該光導波路基板に設けられ、該光導波路に電界を印加する信号電極と、
　該信号電極を終端する終端抵抗が設けられた終端基板と、
　該光導波路基板と該終端基板とを搭載する筐体とを備えた光変調器において、
　該終端抵抗で発生した熱が、該筐体を介して該光導波路基板に伝導するのを抑制するた
め、
　該終端基板と該光導波路基板との間に、該筐体に溝が形成されていることを特徴とする
光変調器。
【請求項２】
　光導波路が形成された光導波路基板と、
　該光導波路基板に設けられ、該光導波路に電界を印加する信号電極と、
　該信号電極を終端する終端抵抗が設けられた終端基板と、
　該光導波路基板と該終端基板とを搭載する筐体とを備えた光変調器において、
　該終端抵抗で発生した熱が、該筐体を介して該光導波路基板に伝導するのを抑制するた
め、
　該終端基板が配置される筐体の一部に、良熱伝導性材料を設けたことを特徴とする光変
調器。
【請求項３】
　請求項２に記載の光変調器において、該良熱伝導体材料は、Ｃｕ－Ｗ、Ｃｕ－Ｍｏ、Ａ
ｌ－ＳｉＣの各複合体のうち、少なくとも１種類を用いることを特徴とする光変調器。
【請求項４】
　光導波路が形成された光導波路基板と、
　該光導波路基板に設けられ、該光導波路に電界を印加する信号電極と、
　該信号電極を終端する終端抵抗が設けられた終端基板と、
　該光導波路基板と該終端基板とを搭載する筐体とを備えた光変調器において、
　該終端抵抗で発生した熱が、該筐体を介して該光導波路基板に伝導するのを抑制するた
め、
　該終端基板を薄片化したことを特徴とする光変調器。
【請求項５】
　光導波路が形成された光導波路基板と、
　該光導波路基板に設けられ、該光導波路に電界を印加する信号電極と、
　該信号電極を終端する終端抵抗が設けられた終端基板と、
　該光導波路基板と該終端基板とを搭載する筐体とを備えた光変調器において、
　該終端抵抗で発生した熱が、該筐体を介して該光導波路基板に伝導するのを抑制するた
め、
　該終端基板が搭載される筐体の搭載面と、該光導波路基板が搭載される筐体の搭載面と
の間に段差を設けたことを特徴とする光変調器。
【請求項６】
　請求項５に記載の光変調器において、該終端基板が薄片化され、かつ、前記終端基板が
搭載される筐体の搭載面が、前記光導波路基板が搭載される筐体の搭載面より高い位置に
設けられていることを特徴とする光変調器。
【請求項７】
　請求項５に記載の光変調器において、前記終端基板が搭載される筐体の搭載面が、前記
光導波路基板が搭載される筐体の搭載面より低い位置に設けられていることを特徴とする
光変調器。
【請求項８】
　光導波路が形成された光導波路基板と、
　該光導波路基板に設けられ、該光導波路に電界を印加する信号電極と、
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　該信号電極を終端する終端抵抗が設けられた終端基板と、
　該光導波路基板と該終端基板とを搭載する筐体とを備えた光変調器において、
　該終端抵抗で発生した熱が、該筐体を介して該光導波路基板に伝導するのを抑制するた
め、
　該終端基板と該筐体との間に、良熱伝導部材を設置したことを特徴とする光変調器。
【請求項９】
　請求項８に記載の光変調器において、該終端基板を薄片化したことを特徴とする光変調
器。
【請求項１０】
　光導波路が形成された光導波路基板と、
　該光導波路基板に設けられ、該光導波路に電界を印加する信号電極と、
　該信号電極を終端する終端抵抗が設けられた終端基板と、
　該光導波路基板と該終端基板とを搭載する筐体とを備えた光変調器において、
　該終端抵抗で発生した熱が、該筐体を介して該光導波路基板に伝導するのを抑制するた
め、
　該終端基板が搭載される筐体の搭載面と、該光導波路基板が搭載される筐体の搭載面と
の間に段差を設け、かつ該終端基板の一部を該段差の角部から突き出すように配置するこ
とを特徴とする光変調器。
【請求項１１】
　光導波路が形成された光導波路基板と、
　該光導波路基板に設けられ、該光導波路に電界を印加する信号電極と、
　該信号電極を終端する終端抵抗が設けられた終端基板と、
　該光導波路基板と該終端基板とを搭載する筐体とを備えた光変調器において、
　該終端抵抗で発生した熱が、該筐体を介して該光導波路基板に伝導するのを抑制するた
め、
　該終端基板が搭載される筐体の搭載面と、該光導波路基板が搭載される筐体の搭載面と
の間に段差を設け、かつ該段差の近傍の筐体に溝を形成したことを特徴とする光変調器。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の光変調器において、該終端基板の一部を該段差の角部から突き出す
ように配置することを特徴とする光変調器。
【請求項１３】
　光導波路が形成された光導波路基板と、
　該光導波路基板に設けられ、該光導波路に電界を印加する信号電極と、
　該信号電極を終端する終端抵抗が設けられた終端基板と、
　該光導波路基板と該終端基板とを搭載する筐体とを備えた光変調器において、
　該終端抵抗で発生した熱が、該筐体を介して該光導波路基板に伝導するのを抑制するた
め、
　該終端基板が搭載される筐体の搭載面と、該光導波路基板が搭載される筐体の搭載面と
の間に段差を設け、かつ該終端基板の端部で該段差の角部に最も近い端部が、該段差の角
部より引っ込んで配置されていることを特徴とする光変調器。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３のいずれかに記載の光変調器において、該終端基板の底面又は側面の
少なくとも一部が、Ａｇフィラーを含有する熱伝導性接着剤で、該筐体に固定されている
ことを特徴とする光変調器。
【請求項１５】
　請求項１乃至１４のいずれかに記載の光変調器において、該終端基板には、少なくとも
２個以上の終端抵抗が設けられていることを特徴とする光変調器。
【請求項１６】
　請求項１乃至１５のいずれかに記載の光変調器において、該光導波路基板は、ＬｉＮｂ
Ｏ３、ＩｎＰ、ＧａＡｓ、Ｓｉの中から選定された材料で構成されていることを特徴とす
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る光変調器。
【請求項１７】
　請求項１乃至１６のいずれかに記載の光変調器と、
　該光変調器に印加するデータ信号を発生するデータ発生部と、
　該光変調器に光波を入力する光源とを備えることを特徴とする光送信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光変調器及びそれを用いた光送信装置に関し、特に、終端基板を備えた光変
調器及びそれを用いた光送信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高速／大容量光ファイバ通信システムにおいて、光導波路を形成した基板を利用
する光変調器や、そのような光変調器を組み込んだ光送信装置が多用されている。中でも
、電気光学効果を有するＬｉＮｂＯ３（「ＬＮ」という。）を基板に用いた光変調器は、
ＩｎＰやＳｉやＧａＡｓなどの半導体系材料の変調器に比べ、高速／大容量光ファイバ通
信システムに広く用いられている。このＬＮを用いた光変調器には、光をＬＮ基板中に閉
じ込め導波する光導波路を備え、さらに、光導波路に電界を印加する電極が形成されてい
る。また、電極には、高周波信号を印加するＲＦ電極部と、低周波信号やＤＣ電圧が印加
するＤＣ電極部などが形成されている。
【０００３】
　近年の伝送容量の増大化の流れを受け、高速／大容量光ファイバ通信システム用の光変
調器の変調方式は、従来の強度変調（On-Off keying）などから、位相変調を用いたＱＰ
ＳＫ（Quadrature Phase Shift Keying）、やＤＰ－ＱＰＳＫ（Dual Polarization - Qua
drature Phase Shift Keying）等、多値変調や多値変調に偏波多重を取り入れた伝送フォ
ーマットが主流になっている。更に、このＤＰ－ＱＰＳＫチップを複数用い多素子化し、
より伝送容量を高めることも提案されている（例えば特許文献１参照）。
【０００４】
　図１に示すように、ＤＰ－ＱＰＳＫ光変調器では、２つのマッハツェンダー型光導波路
で構成されるネスト型光導波路を２つ配置した光導波路（不図示）をＬＮ等の基板（光導
波路基板）１に形成している。さらに、各マッハツェンダー型光導波路が構成する変調部
に、変調信号を印加するため、基板１上には複数の信号電極２を備えている。各信号電極
２には、入力用コネクタ４を介して変調信号が入力される。また、信号電極２の終端には
、終端抵抗５が接続されている。各信号電極に対応して終端抵抗５が設けられる場合は、
図１のように、複数の終端抵抗５を同一の終端基板３上に設け、光変調器の小型化を図る
場合がある。ＬＮ等の基板（光導波路基板）１や終端基板３は、筐体６内に配置され、パ
ッケージ化される。
【０００５】
　光変調器は高速で動作させるため、入力される電気信号が信号電極を伝搬して行く進行
波型の電極構成が用いられる。信号電極に入力する信号周波数は、マイクロ波帯の高周波
信号であり、これら入力された電気エネルギーは殆ど全て終端抵抗５で消費され、ここで
熱に変換される。
【０００６】
　ＤＰ－ＱＰＳＫでは、４つの変調部を持っている。本構成にて位相変調方式に対応する
ためには、従来の単一変調器構造の強度変調方式の２倍の電圧振幅（電力は４倍）で駆動
される。このため、変調器内で消費される電力は、従来の単一変調器構造の変調器と比較
して１６倍以上になっている。しかも、光変調器の小型化要求に対応するために、終端基
板３を光導波路基板１に近接して配置する必要があり、終端基板で発生する熱が大きな問
題となっている。
【０００７】
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　しかも、図２に示すように、このＤＰ－ＱＰＳＫ変調器構成を２個以上に同一筐体に組
み込んで、伝送容量の向上を図る多素子化の場合、この発熱量は従来の単一変調器構造の
強度変調方式の３２倍以上の熱が発生することとなる。終端基板で発生した熱は、光変調
器の温度ドリフトを劣化させる。また、終端抵抗自身の発熱は、終端抵抗の経時劣化や割
れ・剥離等を発生させる要因となり、光変調器及びそれを用いた光送信装置の信頼性を損
なうなど、深刻な問題となっている。なお、図２では、光導波路基板１ａ及び１ｂを横に
並べて配置しているが、特許文献１のように複数の光導波路基板を積層して配置する場合
もある。
【０００８】
　これら終端基板での発熱の影響は、進行波型の電極構成を取る殆どの光変調器に内在す
るが、従来はこの問題について殆ど検討、対策がなされていなかった。むしろ、この発熱
の影響は、光変調器が置かれる環境の温度変化や、光変調器の不安定性の中に紛れ込み、
本来の光変調器が持つ温度ドリフト等の特性劣化の問題として扱われていた。
【０００９】
　しかしながら、これら影響は、ＤＰ－ＱＰＳＫ構成の光変調器などのように、（ａ）入
力電気信号の振幅が大きいもの、（ｂ）終端抵抗が複数有るもの、（ｃ）終端抵抗が同一
基板に有るものにおいては、特に影響が大きくなり、問題が深刻化してきた。しかも、光
変調器が、（ｄ）小型化すること、（ｅ）複数素子化（多素子化）することにより、その
影響が更に深刻化してきている。
【００１０】
　この様な終端抵抗による発熱の問題を低減する対策として、特許文献２に示すように、
終端抵抗の面積を大きくしたり、熱伝導孔を終端基板に設けたりすることが提案されてい
る。しかしながら、これら構成、方法では終端基板自体が、大きくなり、また製造コスト
も増加するため、適応できる用途に制限が生じる。このため、様々な伝送フォーマットに
適応でき、小型化や低コスト化の要請に合致した解決策が望まれている。また、発熱対策
を施した光変調器を搭載することで、温度ドリフトが抑圧され、信頼性の高い光送信装置
が求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０１５－６９１６２号公報
【特許文献２】特開２０１４－１９９３０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明が解決しようとする課題は、上述したように、終端抵抗による発熱の影響を抑制
した光変調器やそれを用いた光送信装置を提供することである。特に、ＤＰ－ＱＰＳＫ光
変調器のように、複数の信号入力、複数の終端抵抗を有する光変調器において、より顕著
となる、終端抵抗の発熱を抑制することである。さらには、効果的な発熱対策を施すこと
により、小型化、多素子化、そして、低コスト化にも対応した光変調器やそれを用いた光
送信装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するため、本発明の光変調器及びそれを用いた光送信装置は、以下のよ
うな技術的特徴を有する。
（１）　光導波路が形成された光導波路基板と、該光導波路基板に設けられ、該光導波路
に電界を印加する信号電極と、該信号電極を終端する終端抵抗が設けられた終端基板と、
該光導波路基板と該終端基板とを搭載する筐体とを備えた光変調器において、該終端抵抗
で発生した熱が、該筐体を介して該光導波路基板に伝導するのを抑制するため、該終端基
板と該光導波路基板との間に、該筐体に溝が形成されていることを特徴とする。
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【００１４】
（２）　光導波路が形成された光導波路基板と、該光導波路基板に設けられ、該光導波路
に電界を印加する信号電極と、該信号電極を終端する終端抵抗が設けられた終端基板と、
該光導波路基板と該終端基板とを搭載する筐体とを備えた光変調器において、該終端抵抗
で発生した熱が、該筐体を介して該光導波路基板に伝導するのを抑制するため、該終端基
板が配置される筐体の一部に、良熱伝導性材料を設けたことを特徴とする。
【００１５】
（３）　上記（２）に記載の光変調器において、該良熱伝導体材料は、Ｃｕ－Ｗ、Ｃｕ－
Ｍｏ、Ａｌ－ＳｉＣの各複合体のうち、少なくとも１種類を用いることを特徴とする。
【００１６】
（４）　光導波路が形成された光導波路基板と、該光導波路基板に設けられ、該光導波路
に電界を印加する信号電極と、該信号電極を終端する終端抵抗が設けられた終端基板と、
該光導波路基板と該終端基板とを搭載する筐体とを備えた光変調器において、該終端抵抗
で発生した熱が、該筐体を介して該光導波路基板に伝導するのを抑制するため、該終端基
板を薄片化したことを特徴とする。
【００１７】
（５）　光導波路が形成された光導波路基板と、該光導波路基板に設けられ、該光導波路
に電界を印加する信号電極と、該信号電極を終端する終端抵抗が設けられた終端基板と、
該光導波路基板と該終端基板とを搭載する筐体とを備えた光変調器において、該終端抵抗
で発生した熱が、該筐体を介して該光導波路基板に伝導するのを抑制するため、該終端基
板が搭載される筐体の搭載面と、該光導波路基板が搭載される筐体の搭載面との間に段差
を設けたことを特徴とする。
【００１８】
（６）　上記（５）に記載の光変調器において、該終端基板が薄片化され、かつ、前記終
端基板が搭載される筐体の搭載面が、前記光導波路基板が搭載される筐体の搭載面より高
い位置に設けられていることを特徴とする。
【００１９】
（７）　上記（５）に記載の光変調器において、前記終端基板が搭載される筐体の搭載面
が、前記光導波路基板が搭載される筐体の搭載面より低い位置に設けられていることを特
徴とする。
【００２０】
（８）　光導波路が形成された光導波路基板と、該光導波路基板に設けられ、該光導波路
に電界を印加する信号電極と、該信号電極を終端する終端抵抗が設けられた終端基板と、
該光導波路基板と該終端基板とを搭載する筐体とを備えた光変調器において、該終端抵抗
で発生した熱が、該筐体を介して該光導波路基板に伝導するのを抑制するため、該終端基
板と該筐体との間に、良熱伝導部材を設置したことを特徴とする。
【００２１】
（９）　上記（８）に記載の光変調器において、該終端基板を薄片化したことを特徴とす
る。
【００２２】
（１０）　光導波路が形成された光導波路基板と、該光導波路基板に設けられ、該光導波
路に電界を印加する信号電極と、該信号電極を終端する終端抵抗が設けられた終端基板と
、該光導波路基板と該終端基板とを搭載する筐体とを備えた光変調器において、該終端抵
抗で発生した熱が、該筐体を介して該光導波路基板に伝導するのを抑制するため、該終端
基板が搭載される筐体の搭載面と、該光導波路基板が搭載される筐体の搭載面との間に段
差を設け、かつ該終端基板の一部を該段差の角部から突き出すように配置することを特徴
とする。
【００２３】
（１１）　光導波路が形成された光導波路基板と、該光導波路基板に設けられ、該光導波
路に電界を印加する信号電極と、該信号電極を終端する終端抵抗が設けられた終端基板と
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、該光導波路基板と該終端基板とを搭載する筐体とを備えた光変調器において、該終端抵
抗で発生した熱が、該筐体を介して該光導波路基板に伝導するのを抑制するため、該終端
基板が搭載される筐体の搭載面と、該光導波路基板が搭載される筐体の搭載面との間に段
差を設け、かつ該段差の近傍の筐体に溝を形成したことを特徴とする。
【００２４】
（１２）　上記（１１）に記載の光変調器において、該終端基板の一部を該段差の角部か
ら突き出すように配置することを特徴とする。
【００２５】
（１３）　光導波路が形成された光導波路基板と、該光導波路基板に設けられ、該光導波
路に電界を印加する信号電極と、該信号電極を終端する終端抵抗が設けられた終端基板と
、該光導波路基板と該終端基板とを搭載する筐体とを備えた光変調器において、該終端抵
抗で発生した熱が、該筐体を介して該光導波路基板に伝導するのを抑制するため、該終端
基板が搭載される筐体の搭載面と、該光導波路基板が搭載される筐体の搭載面との間に段
差を設け、かつ該終端基板の端部で該段差の角部に最も近い端部が、該段差の角部より引
っ込んで配置されていることを特徴とする。
【００２６】
（１４）　上記（１）乃至（１３）のいずれかに記載の光変調器において、該終端基板の
底面又は側面の少なくとも一部が、Ａｇフィラーを含有する熱伝導性接着剤で、該筐体に
固定されていることを特徴とする。
【００２７】
（１５）　上記（１）乃至（１４）のいずれかに記載の光変調器において、該終端基板に
は、少なくとも２個以上の終端抵抗が設けられていることを特徴とする。
【００２８】
（１６）　上記（１）乃至（１５）のいずれかに記載の光変調器において、該光導波路基
板は、ＬｉＮｂＯ３、ＩｎＰ、ＧａＡｓ、Ｓｉの中から選定された材料で構成されている
ことを特徴とする。
【００２９】
（１7）　上記（１）乃至（１６）のいずれかに記載の光変調器と、該光変調器に印加す
るデータ信号を発生するデータ発生部と、該光変調器に光波を入力する光源とを備えるこ
とを特徴とする光送信装置である。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明により、終端抵抗で発生する熱を効果的に筐体側に放出することができ、しかも
、筐体に放出された熱が、筐体を固定する光送信装置側へ伝導することにより筐体を介し
て光導波路基板に伝導することを抑制できるため、光導波路基板に対する熱の影響を低減
することが可能となる。これにより、温度ドリフトが抑圧され信頼性の高い、小型で低コ
ストな光変調器を提供することができる。そして、本発明の光変調器を搭載することによ
り、高信頼で温度ドリフトが抑圧された光送信装置を提供することも可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】ＤＰ－ＱＰＳＫ光変調器の例を示す平面図である。
【図２】2個のＤＰ－ＱＰＳＫ光変調器を搭載した例を示す平面図である。
【図３】図１又は図２のＸ－Ｘ’における断面図であり、従来の光変調器例を示す図であ
る。
【図４】本発明の光変調器に係る第１実施例を示す断面図である。
【図５】本発明の光変調器に係る第２実施例を示す断面図である。
【図６】本発明の光変調器に係る第３実施例を示す断面図である。
【図７】本発明の光変調器に係る第４実施例を示す断面図である。
【図８】本発明の光変調器に係る第５実施例を示す断面図である。
【図９】本発明の光変調器に係る第６実施例を示す断面図である。
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【図１０】本発明の光変調器に係る第７実施例を示す断面図である。
【図１１】本発明の光変調器に係る第８実施例を示す断面図である。
【図１２】本発明の光変調器に係る第９実施例を示す断面図である。
【図１３】本発明の光変調器に係る第１０実施例を示す断面図である。
【図１４】本発明の光変調器を光送信装置に組み込んだ例を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明に係る光変調器について、図３乃至１４を用いて詳細に説明する。
　図３は、図１又は図２のＸ－Ｘ’における断面図であり、光導波路基板１と終端抵抗基
板３の実装状態を示した従来構成例の断面図である。光導波路基板１は、ＬｉＮｂＯ３や
ＬｉＴａＯ３等の誘電体やＩｎＰやＳｉ等の半導体を用いたものなどがある。本発明の光
変調器においても、光導波路基板の材料は特に限定されないが、従来から公知の誘電体や
半導体の基板を用いることできる。また、光導波路の形成に際しても、ＬｉＮｂＯ３の誘
電体基板にＴｉを熱拡散させ光導波路を形成する方法やリッジ型光導波路など、公知の技
術を用いることが可能である。
【００３３】
　光導波路の構成は、１つのマハツェンダー型光導波路、２つのマッハツェンダー型光導
波路を入れ子型に配置した、所謂、ネスト型光導波路、さらに、特許文献１にも開示され
ているＤＰ－ＱＰＳＫ光変調器などのように、２つのマッハツェンダー型光導波路で構成
されるネスト型光導波路を２つ配置したものなど、種々の光導波路の形状を用いることが
できる。
【００３４】
　また、光導波路の変調部に入力電気信号を印加する信号電極の数についても、図１に示
すように、４つの信号電極を備えたＤＰ－ＱＰＳＫ光変調器に限らず、シングル型（変調
用の信号電極が１箇所）、デュアル型（変調用の信号電極が２箇所）、ＤＱＰＳＫ構成変
調器（変調用の信号電極が２箇所）など、種々のものに本発明は適用可能である。特に、
信号電極の数が多い程、本発明は効果的に適用可能であり、例えば、図２に示すように、
ＤＰ－ＱＰＳＫ光変調器を２個組み込み、入力電気信号が８箇所ある多素子化した構成に
は、特に効果的に適用できる。
【００３５】
　図３の従来例でも示すように、終端基板３は入力される高周波信号の反射や透過特性を
劣化させないよう、出来るだけ光導波路基板１に近づけた状態で、段差なく上面高さを略
一致させるよう配置するのが好ましい。このため、従来では、図３に示すように、筐体６
の終端基板３、光導波路基板１の実装面は、基板や素子の実装容易性や筐体加工容易性の
観点から、特段の要請が無い限りフラットな構成が採用されていた。また、終端基板３の
配線と光導波路基板の配線との接続は、通常、符号７で示すような、Ａｕボンディング等
で結線し、入力電気信号が出来るだけ効率よく終端基板に伝搬するよう構成されている。
【００３６】
　終端基板３上に形成される終端抵抗の素子数は、光変調器の構成、電極設計、筐体設計
に応じて適宜選択される。図１のＤＰ－ＱＰＳＫ構成の光変調器では４個の終端抵抗を同
一基板上に形成した例を示しているが、終端基板を複数で構成することも可能である。さ
らに、図１の４個の終端抵抗を２個又は１個の終端抵抗を備えた終端用電気回路で構成し
、これらを同じ基板上に形成しても良い。近年では、光変調器サイズを小型化するため、
複数の終端抵抗を同一基板上に形成する場合が多い。本発明は、図１又は図２のように、
２個以上の終端抵抗を用いるもの、特に、複数の終端抵抗を同一の終端基板上に配置する
場合に、効果的に適用することが可能である。
【００３７】
　図４は、本発明の光変調器の第１実施例を示す断面図である。図３と同様に、図１又は
図２のＸ－Ｘ’における断面図に相当する。
　本実施例では、終端基板３と光導波路基板１の間の筐体６に溝８を入れ、終端基板の発
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熱が筐体を伝導し、光導波路基板に影響することを抑圧する構成となっている。
【００３８】
　通常、筐体は、切削加工性やレーザー溶接、封止などの組み立て工程を考慮し、ＳＵＳ
やコバール等の金属材料から選ばれる。これら金属材料は終端基板等に比べ熱伝導性が良
く、終端抵抗での発熱が金属筐体６を介して、光導波路基板に伝導する。この影響を低減
、抑圧させるために筐体の一部に溝８を形成している。
【００３９】
　溝の幅（図４の溝８の左右方向の幅）は広いほど終端発熱の影響を抑圧できるが、小型
であっても筐体剛性を高め、光導波路基板や終端基板の実装に影響を与えないようにする
ため、０．１ｍｍから１ｍｍ程度の幅に設定することが好ましい。また、溝の深さは、深
いほど終端発熱の影響を抑圧することができるが、筐体厚さの制限から、０．５ｍｍから
２ｍｍ程度の範囲に設定することが好ましい。
【００４０】
　図５は、本発明の光変調器の第２実施例を示す図である。
　本実施例では、筐体６の終端基板３の実装面に良熱伝導材９を入れるものである。良熱
伝導材は筐体材料より高い熱伝導性を持つ材料のことを意味しており、より具体的にはＳ
ＵＳやコバールより熱伝導性の高い、Ｃｕ－Ｗ、Ｃｕ－Ｍｏ、Ａｌ－ＳｉＣ複合体等が選
ばれる。
【００４１】
　この良熱伝導材９は終端基板での発熱を、より効果的に、より選択的に、筐体外へ放出
するよう、終端基板３の下に設置し、筐体外部まで達するよう形成することが、より好ま
しい。このような構成は、先ず筐体の一部にくりぬき部を形成し、その後そのくりぬき部
と略同形状の良熱伝導材を銀ロウや金スズ等で固定し形成する。なお、筐体内の機密性を
高めるため、筐体を完全にくり貫かずに、内側底面等に凹部を設ける構成とし、該凹部に
良熱伝導材を配置することも可能である。
【００４２】
　図６は、本発明の光変調器の第３実施例を示す図である。
　本発明では、終端基板３の厚さを薄く（薄片化）する実施例である。終端基板に用いら
れる材料はマイクロ波帯等の高周波で使用されるため、高周波特性に優れたアルミナ等の
セラミック材料などが多く使われる。これらセラミック材料は一般的に金属材料と比べ熱
伝導性に劣るため、終端基板で発生した熱を効率的に基板外へ移すため、終端基板を薄板
化することが効果的である。
【００４３】
　終端基板３の薄板化の厚さは、終端基板に用いる材料の強度、熱伝導性、大きさなど総
合的に考慮し選定する必要があるが、少なくとも光導波路が形成され、終端基板の横に設
置するチップの厚さ（通常０．５ｍｍ～２．０ｍｍ）より薄くすることが好ましい。終端
抵抗で発生する熱の放熱を考えると薄ければ薄いほど有利であるが、機械的強度や終端抵
抗のインピーダンス設計を考慮すると、０．０５ｍｍから０．８ｍｍの範囲に設定するこ
とが好適である。
【００４４】
　終端抵抗からの発熱は、終端基板が薄く形成されているため、効率的に筐体側へ伝導す
る。これにより、終端抵抗自身が高熱になることが抑制され、終端抵抗の経時劣化や割れ
・剥離等の信頼性問題を解決することができる。また、終端基板が実装される筐体の厚み
を、図６に示すように、光導波路基板が実装される部分より厚くするため、筐体の厚い部
分の方向に熱が拡散し易くなり、光変調器の温度ドリフトも有効に低減することができる
。
【００４５】
　本実施例のように、終端基板と光導波路基板の搭載面に段差６０を設けることは、熱伝
導の非対称性を生み、この段差構成だけでも、終端抵抗の発熱が光導波路基板に伝導する
影響を低減させる作用を持つ。
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【００４６】
　図７は、本発明の光変調器の第４実施例を示す図である。
　本発明では、終端基板３を実装する筐体６の底面（符号６１参照）の肉厚を薄くする実
施例である。この実施例では、終端基板の発熱を筐体外に効率的に放出するため、発熱す
る終端基板の下側に位置する筐体６１の肉厚を薄くし、筐体６を固定する光送信装置の構
造体へ、熱を効率的に放出するような構成にしている。
【００４７】
　この部分の肉厚は薄いほど効率的に熱を外部に放出することが出来るようになるが、筐
体剛性を一定レベルで維持すること、及び筐体の厚さの制限等から、０．２ｍｍ～２ｍｍ
程度の範囲に設定することが好ましい。この場合も、終端基板３と光導波路基板１との搭
載面に段差を形成される。２つの基板の上面の高さを一致させるため、図７のように、終
端基板の厚さを厚くしても良いし、または、終端基板の厚さは変えず、光導波路基板の厚
さを薄くしても良い。
【００４８】
　図８は、本発明の光変調器の第５実施例を示す図である。
　本実施例では、図７の構成に加え、終端基板３の下に良熱伝導材１０を設けることを特
徴としている。本構成では終端基板での発熱を、良導電材料を用いて、効率的に終端基板
から筐体へ熱伝導を促進させる構成を採用している。図８の実施例では、終端基板の厚み
は変えず、筐体の肉厚を薄くした分の厚さで良熱伝導体を入れた構成例を示しているが、
終端基板をさらに薄片化し、良熱伝導体を入れる構成は、より好適な実施例となる。良熱
伝導体の材料や薄片化の厚さなどは、上述したとおりである。
【００４９】
　図９は、本発明の光変調器の第６実施例を示す図である。
　本実施例の構成は、図８で示した終端基板と光導波路基板との搭載面に段差を設ける構
成に対し、従来例と同様に筐体に段差を設けない構成となっている。この構成では、発熱
の影響を、終端基板３の薄板化と良熱伝導材１０の設置により、ある程度抑圧しつつ、終
端基板や光導波路基板の実装容易性と筐体製造容易性を兼ね備えることも、併せて実現す
ることが可能である。
【００５０】
　図１０は、本発明の光変調器の第７実施例を示す図である。
　本発明の実施例では、終端基板３を薄片化し、搭載面６３から終端基板３の一部３０を
突き出すよう構成している。この構成では、発熱する終端基板３から熱が効率的に金属筐
体６へ伝導し、かつ終端基板の一部を突き出した構成により、終端基板と光導波路基板と
の間に、筐体の段差と終端基板３の突き出し量に応じた空間が形成されるため、筐体を介
した熱伝導の影響が更に抑制される。
【００５１】
　この突き出し量は、大きいほど熱影響の抑圧効果が高く、現実的には終端基板の実装性
やＡｕボンディングに対する影響を考慮する必要があるものの、選択の幅は広く、１０μ
ｍ～２ｍｍ程度の範囲から設定される。このように終端基板３の一部を突き出した構成で
あっても、終端基板３の上面と光導波路基板１の上面が略同一高さであり、さらに、両者
の間隔が狭い場合には、高周波特性を犠牲にすることも避けることが可能である。この場
合の両者の間隔は、１００μｍ以下に設定することが好ましい。
【００５２】
　図１１は、本発明の光変調器の第８実施例を示す図である。
　本発明の構成は、図１０の構成に加え、更に筐体に溝８を入れ、終端抵抗からの発熱の
影響が、光導波路基板へ及ぶことを抑制するものである。終端基板の厚さ、突き出し量、
溝の幅や深さ等は、上述した内容と同等であるため、ここでの説明は省略する。この図１
１の構成は、列挙する幾つかの実施例の中では、熱影響の抑制に最も効果が高いものであ
る。
【００５３】
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　図１２は、本発明の光変調器の第９実施例を示す図である。
　本実施例では、薄片化した終端基板３の端部３１を、段差を付けた筐体実装面の角部６
４から引っ込んで配置することを特徴としている。この構成では、終端基板３での発熱が
、終端基板の下側に位置する筐体部分へ多く伝導し、光導波路基板が搭載された部分には
伝導が少なくなる。しかも、終端基板３と光導波路基板１との間隔が広くなるため、熱影
響をより低減できる構成となっている。
【００５４】
　また、本構成により、終端基板３の実装トレランスを拡大し、組立工数削減や光導波路
基板１との干渉による弊害（割れ、欠けなど）も抑制する効果がある。筐体の段差の角部
６４から終端基板の端部３１を引っ込めた距離は、大きいほど熱影響を低減する効果は高
いが、高周波信号の反射や伝送特性に対する悪影響を考慮すると、１００μｍ程度の範囲
内に設定することが好ましい。
【００５５】
　図１３は、本発明の光変調器の第１０実施例を示す図である。
　本実施例では、発熱する終端基板３の底面又は側面をＡｇフィラーを含有する熱伝導性
接着剤１１で固定したことを特徴としている。Ａｇフィラーを含有する熱伝導性接着剤は
、通常の接着剤に比べ粘性調整や硬化作業がし易く、終端基板３を精度高く、作業性良く
、筐体６に実装できると同時に、電気伝導性も高いため高周波特性を安定化させることも
できる。また、終端基板の底面と側面との両方に、Ａｇフィラーを含有する熱伝導性接着
剤を使用することにより、終端基板の発熱をより効率的に熱伝導させることが可能となる
。さらに、Ａｇフィラーを含有する接着剤は、特に、終端基板の側面から熱を効率良く筐
体で伝導させるために、終端基板側面に対し、厚く高く形成することが容易になるなど、
様々な利点も備えている。
【００５６】
　以上のような本発明の構成を採用することにより、終端基板の実装作業性が格段に向上
すると同時に、高周波特性に優れ、終端発熱を効果的に低減した光変調器を提供すること
ができる。
【００５７】
　図１４は、本発明の光変調器を搭載した光送信装置の構成例である。
　光送信装置の基本構成は、光変調器に導入する光波を発生する光源、光変調器、光変調
器に信号を印加するデータ生成部、及び光変調器から発生する変調光を外部に導出するた
めの光ファイバから構成される。
【００５８】
　光送信装置は、稼働を開始させると光変調器が温度ドリフトする。伝送特性を高品質で
安定化させるため、光変調器の動作点を適切な状態を保つよう制御しながら運用すること
は必要となる。この温度ドリフトは、従来、光源やデータ生成部など光変調器周辺機器の
発熱の影響、と考えられていた。
【００５９】
　しかしながら、ＤＰ－ＱＰＳＫ光変調器や小型光変調器などにおいては、光送信装置の
稼働開始直後に大きな温度ドリフトが発生し、光伝送装置の伝送特性が非常に不安定にな
る場合が発生している。この原因について、本発明者が鋭意検討を重ねた結果、従来考え
られていたような、周辺機器の発熱、環境温度変化では説明できないことが判明した。そ
しれ、光変調器自身の内部にある終端抵抗の発熱が影響することを見出し、特に、高周波
信号を複数入力する光変調器構成や、複数の終端抵抗を同一基板に形成する場合、入力信
号の振幅が大きい場合、さらには光変調器を小型にした場合等に、特に顕著に発生する現
象であることを見出した。
【００６０】
　この問題に対し、本発明を施した光変調器を光送信装置に配置することにより、終端抵
抗の発熱による温度ドリフトを低減することができ、伝送特性を高品で安定化させること
ができる。
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【００６１】
　上述した実施例は、ＬｉＮｂＯ３基板を用いたＤＰ－ＱＰＳＫ光変調器の構成に限らず
、終端抵抗を有する光変調器であり、終端抵抗の発熱が光変調器の特性に影響を及ぼすも
のであれば、変調方式に依らず本発明を適用できる。また、光導波路基板は、ＩｎＰやＳ
ｉ等半導体系材料のものでも良いし、ＬｉＮｂＯ３基板を用いた場でも、ＸｃｕｔやＺｃ
ｕｔなど結晶方位に依らず、本発明が適用できることは言うまでもない。
【００６２】
　また、上述した実施例では、終端抵抗だけが基板上に形成された終端基板の例を示した
が、コンデンサやその他の電子部品、貫通導体や多層化含めた電子回路が同じ終端基板上
に形成されていても良い。また、終端抵抗が別々の終端基板に形成されていても良いこと
は言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　以上、説明したように、本発明によれば、温度ドリフトが抑圧され信頼性の高い、小型
で低コストな光変調器を提供することができる。また本発明の光変調器を搭載した、高信
頼で温度ドリフトが抑圧された光送信装置を提供することができる。
【符号の説明】
【００６４】
１　光導波路基板
２　信号電極
３　終端基板
４　信号入力用コネクタ
５　終端抵抗(発熱部)
６　筐体
７　電気接続ワイヤ（Ａｕボンディング）
８　筐体部溝
９　筐体段差
１０　良熱伝導材
１１　熱伝導性接着剤
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【図９】

【図１０】
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【図１３】

【図１４】

【手続補正書】
【提出日】平成29年1月23日(2017.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光導波路が形成された光導波路基板と、
　該光導波路基板に設けられ、該光導波路に電界を印加する複数の信号電極と、
　該信号電極を終端する終端抵抗が設けられた終端基板と、
　該光導波路基板と該終端基板とを搭載する筐体とを備えた光変調器において、
　該終端基板には、少なくとも２個以上の終端抵抗が設けられており、
　該終端基板の厚さは、該光導波路基板よりも薄く形成され、
　該光導波路基板の上面の位置と該終端基板の上面の位置とが略一致しており、
　該終端基板が搭載される筐体の搭載面と、該光導波路基板が搭載される筐体の搭載面と
の間に段差を設けていることを特徴とする光変調器。
【請求項２】
　請求項１に記載の光変調器において、該終端基板の厚さが、０．０５ｍｍから０．８ｍ
ｍｍの範囲内にあることを特徴とする光変調器。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の光変調器において、該段差の近傍の筐体に溝を形成したことを
特徴とする光変調器。
【請求項４】
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　請求項１乃至３のいずれかに記載の光変調器において、該終端基板の一部を該段差の角
部から突き出すように配置することを特徴とする光変調器。
【請求項５】
　請求項１乃至３のいずれかに記載の光変調器において、該終端基板の端部で該段差の角
部に最も近い端部が、該段差の角部より引っ込んで配置されていることを特徴とする光変
調器。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載の光変調器において、該終端基板と該筐体との間に、
良熱伝導部材を設置したことを特徴とする光変調器。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれかに記載の光変調器において、該終端基板の底面又は側面の少
なくとも一部が、Ａｇフィラーを含有する熱伝導性接着剤で、該筐体に固定されているこ
とを特徴とする光変調器。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれかに記載の光変調器において、該光導波路基板は、ＬｉＮｂＯ

３、ＩｎＰ、ＧａＡｓ、Ｓｉの中から選定された材料で構成されていることを特徴とする
光変調器。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれかに記載の光変調器と、
　該光変調器に印加するデータ信号を発生するデータ発生部と、
　該光変調器に光波を入力する光源とを備えることを特徴とする光送信装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　上記課題を解決するため、本発明の光変調器及びそれを用いた光送信装置は、以下のよ
うな技術的特徴を有する。
（１）　光導波路が形成された光導波路基板と、該光導波路基板に設けられ、該光導波路
に電界を印加する複数の信号電極と、該信号電極を終端する終端抵抗が設けられた終端基
板と、該光導波路基板と該終端基板とを搭載する筐体とを備えた光変調器において、該終
端基板には、少なくとも２個以上の終端抵抗が設けられており、該終端基板の厚さは、該
光導波路基板よりも薄く形成され、該光導波路基板の上面の位置と該終端基板の上面の位
置とが略一致しており、該終端基板が搭載される筐体の搭載面と、該光導波路基板が搭載
される筐体の搭載面との間に段差を設けていることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
（２）　上記（１）に記載の光変調器において、該終端基板の厚さが、０．０５ｍｍから
０．８ｍｍｍの範囲内にあることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
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（３）　上記（１）又は（２）に記載の光変調器において、該段差の近傍の筐体に溝を形
成したことを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
（４）　上記（１）乃至（３）のいずれかに記載の光変調器において、該終端基板の一部
を該段差の角部から突き出すように配置することを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
（５）　上記（１）乃至（３）のいずれかに記載の光変調器において、該終端基板の端部
で該段差の角部に最も近い端部が、該段差の角部より引っ込んで配置されていることを特
徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
（６）　上記（１）乃至（５）のいずれかに記載の光変調器において、該終端基板と該筐
体との間に、良熱伝導部材を設置したことを特徴とする。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
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【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
（７）　上記（１）乃至（６）のいずれかに記載の光変調器において、該終端基板の底面
又は側面の少なくとも一部が、Ａｇフィラーを含有する熱伝導性接着剤で、該筐体に固定
されていることを特徴とする。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
（８）　上記（１）乃至（７）のいずれかに記載の光変調器において、該光導波路基板は
、ＬｉＮｂＯ３、ＩｎＰ、ＧａＡｓ、Ｓｉの中から選定された材料で構成されていること
を特徴とする。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
（９）　上記（１）乃至（８）のいずれかに記載の光変調器と、該光変調器に印加するデ
ータ信号を発生するデータ発生部と、該光変調器に光波を入力する光源とを備えることを
特徴とする光送信装置である。
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